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本市の広域避難計画については、平成２４年に策定して以降、適宜、見直しを行っ

ています。この度、国の防災基本計画、原子力災害対策指針、島根県広域避難計画等

の改定を踏まえ、本計画の改定を行いました。 

 

 

①原子力災害に備えた出雲市広域避難計画（令和３年１０月改定）・・・別冊 

 

 

＜広域避難計画の概要＞ 

  ○計画の位置づけ 

・本計画は、島根原子力発電所において、原子力災害が発生し、広域的な避難が

必要となる場合に備え、住民の避難計画として策定したものです。 

・本計画は、改定時点の国の法令等や関係団体との調整に基づくものであり、今

後も、国の原子力災害対策指針の改定、県地域防災計画（原子力災害対策編）

の修正や関係自治体等との調整状況を踏まえ、適宜、本計画を見直し、改定を

行います。 

・県広域避難計画を基として、本計画を改定します。 

・本計画は、市地域防災計画（原子力災害対策編）の下部計画であり、本計画に

定めのないものについては、市地域防災計画によるものとします。 

 

  ○基本的な方針 

①住民や防災関係者等への情報伝達が確実に行えるよう体制を整えるとともに、

避難先及び避難ルート等をあらかじめ明示します。 

②島根原子力発電所の状況に応じて決定される緊急事態区分及び緊急時活動レベ

ル（ＥＡＬ）、運用上の介入レベル（ＯＩＬ）の基準に準じて、防護措置を実施

します。 

③避難行動要支援者（在宅避難行動要支援者、社会福祉施設入所者、病院入院患

者等）の安全かつ迅速な避難を図ります。 

④本計画は、避難先自治体の理解と協力を得て策定するものであり、地域防災計

画（原子力災害対策編）と合わせ、策定時及び改定の都度、避難先自治体に共

有します。 

 

  ○防護措置の考え方 

   原子力災害時の防護措置（避難等）は、ＰＡＺ（５㎞圏）においては、原子力施

設の状況に応じて放射性物質放出前からあらかじめ避難を行い、ＵＰＺ（５～３０

㎞圏）においては、まず必要に応じて屋内退避を行い、仮に放射性物質が放出され

た場合は、放出後の放射線量の実測値に基づき、必要な地域は、一週間程度内に一

時移転等を行います。 
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【緊急時活動レベル（ＥＡＬ）】 

   原子力施設の状況（Emergency Action Level「ＥＡＬ」）に応じて緊急事態を、

警戒事態、施設敷地緊急事態及び全面緊急事態の３つに区分し、予防的防護措置を

行います。ＵＰＺにおいては、全面緊急事態となった段階で、屋内退避を行います。 

 

【運用上の介入レベル（ＯＩＬ）】 

   防護措置の実施を判断する基準として、空間放射線量率等の原則計測可能な運用

上の介入レベル（Operational Intervention Level「ＯＩＬ」）が設定されています。 

   仮に放射性物質が放出された場合は、緊急時モニタリングの結果に基づき、避難

対象となる区域を特定し、国から避難、一時移転等の指示が行われます。 

 

警戒事態 

（ＡＬ） 
例）全交流電源喪失 

   

 

施設敷地緊急事態 

（ＳＥ） 
例）全交流電源の 

30分以上喪失 

全面緊急事態 

（ＧＥ） 
例）炉心冷却機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＡＺ 

～５㎞ 

施設敷地緊急事態要避難者

の避難開始、避難の実施に

より健康リスクが高まる者

の屋内退避開始 

施設敷地緊急事態要避難者

の避難準備開始、避難の実施

により健康リスクが高まる

者の屋内退避準備開始 

住民の避難準備開始 住民の避難開始 

 

ＵＰＺ 

5km～ 

30 ㎞ 

施設敷地緊急事態要避難者：PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予防的防護措置を実
施すべき者として次に掲げる者をいう。 
イ 要配慮者（災害対策基本法（昭和 36年法律第２２３号）第８条第２項第１５号に規定する要配慮者をいう。

以下同じ。）（ロ又はハに該当する者を除く。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかるもの 
ロ 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者 
ハ 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者 

屋内退避の準備 屋内退避 

安定ヨウ素剤の服用準備 安定ヨウ素剤の服用 

緊急防護措置【OIL1】 

500μSv/h 超過 

早期防護措置【OIL2】 

20μSv/h 超過 

飲食物摂取制限【OIL6】 

0.5μSv/h 超過 

 

 

 

 

 

ＵＰＺ 
 

5km

～ 

30km 

 

数時間内を目途に区域を特定 １日内を目途に区域を特定 数日内を目途に飲食物中の放

射線核種濃度を測定すべき区

域を特定 
避難（移動が困難な者の一 

時屋内退避を含む）の実施 

対象地域の住民を１週間程度

内に一時移転  ア   。 

１週間程度内を目途に飲食物

中の放射線核種濃度の測定と

分析を実施ああああああ      

あ  

対象地域の生産物の摂取を制 

限           。 

基準を超えるものにつき摂取

制限を迅速に実施 
避難等される住民等を対象に避難退域時検査を実施して、 

基準を超える際は簡易除染【OIL4】       。 
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  ○避難対象地域と避難先 

〔市内避難〕 

避難対象地域・地区 避難先地域・地区 

平田地域 

伊野地区、東地区、佐香地区、檜山地区 大社地域（荒木地区） 

灘分地区 大社地域（杵築地区） 

久多美地区 長浜地区 

平田地区 
湖陵地域 

佐田地域 

北浜地区 
多伎地域 

西田地区 

斐川地域 
出東地区 

神門地区 

古志地区 

荘原地区 神西地区 

     

〔県外避難〕 

避難対象地域・地区 避難先自治体 

平田地域 
鰐淵地区 広島県海田町 

国富地区 
広島県安芸高田市 

斐川地域 

久木地区 

直江地区 広島県北広島町 

阿宮地区 広島県安芸太田町 

伊波野地区、出西地区 

広島県広島市 
大社地域 遙堪地区 

出雲地域 

高浜地区、四絡地区、川跡地区、 

大津地区 

稗原地区の一部（宇那手町、稗原町） 広島県坂町 

今市地区 広島県廿日市市 

朝山地区の一部（朝山町） 広島県大竹市 

鳶巣地区 広島県府中町 

上津地区 広島県熊野町 

塩冶地区の一部（塩冶善行町、塩冶町の

一部、塩冶有原町、上塩冶町、天神町、 

築山新町） 
広島県呉市 

高松地区の一部（白枝町、浜町） 

大社地域 鵜鷺地区 広島県江田島市 

    ※塩冶町の一部とは、県道多伎江南出雲線より北側の区域をいいます。 
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住 

 

民 
一時集結所 

(徒歩等) 

 

 

(バス等) 

自家用車 乗り合わせ 

 

  

 

避難所 

避 

難 

経 

由 

所 

(バス等) 

避

難

退

域

時

検

査 

30km 

○避難の流れ 

    一般住民については、自家用車で避難する場合、渋滞を緩和するため、乗り合

わせを原則とし、定められた避難ルートにより避難経由所に向かいます。 

    自家用車避難が困難な住民については、市が設置する一時集結所等からバス等

による集団避難を行います。 

    社会福祉施設入所者や在宅避難行動要支援者等は、広域福祉避難所（一般の避

難所より比較的生活環境が整った避難所）へ避難し、病院等入院患者は直接病院

へ避難します。 

 

  〔一般住民〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔社会福祉施設入所者〕 

           （バス、福祉車両、自衛隊車両・ヘリ等） 

 

 

〔病院等入院患者〕 

          （福祉車両、バス、救急車、自衛隊車両・ヘリ等） 

 

 

〔在宅避難行動要支援者等〕 

（車両・徒歩等）             （福祉車両・自衛隊車両・ヘリ等） 

 

 

        

 

 

 

  ○避難ルート 

   避難先を踏まえ、市は地区毎にあらかじめ幹線を中心に避難ルートを定めていま

す。また、あらかじめ定めた避難ルートが使用できない場合に備え、複数の避難ル

ートを設定します。 

避難退域時検査 広域福祉避難所 
社会福祉施設 

（入所施設） 

病 院 避難退域時検査 避難先病院 

（バス等） 

（救急車、自衛隊車両、ヘリ等） 

（自家用車等） 

一時集結所 
広域福

祉避難

所 

 

避難経由所 
放射線防護対策

実施施設 

在宅避難行動

要支援者等 

避
難
退
域
時
検
査 
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②改定の主なポイント 

 

   ⑴避難退域時検査及び簡易除染の実施 

    住民等が広域避難する過程において、避難退域時検査及び簡易除染を実施 

する旨を記載 

※避難退域時検査及び簡易除染とは 

 原子力災害時において避難等を行う際に、住民等の放射性物質による外

部汚染がないかを確認します。検査の結果、外部汚染があった場合には、

簡易除染等を実施します。 

   

⑵避難退域時検査候補地の選定及び避難ルートの見直し 

    県において、避難退域時検査候補地が選定され、また避難ルートの一部見 

直しが行われているため、これらの内容を計画に反映 

※本市市民の利用が想定されている避難退域時検査候補地 

①道の駅キララ多伎周辺（出雲市多伎町多岐） 

②浜山公園（出雲市大社町北荒木） 

③東部高等技術校（出雲市長浜町） 

④湖陵総合公園（出雲市湖陵町三部） 

⑤出雲市佐田行政センター（出雲市佐田町反辺） 

 ⑥道の駅掛合の里（雲南市掛合町掛合） 

⑦道の駅たたらば壱番地（雲南市吉田町民谷） 

   

 ⑶安定ヨウ素剤の配布・服用 

    県が策定した「安定ヨウ素剤配布計画」に基づき、本市における安定ヨウ 

素剤の配布体制等について記載 

※安定ヨウ素剤とは 

 安定ヨウ素剤を事前に服用すると、放射性ヨウ素の甲状腺への蓄積を防

ぐことができるため、甲状腺への放射線被ばくを低減させる効果がありま

す。避難や一時移転等にあわせ、国等の指示で服用します。 

    

⑷一時集結所の見直し 

    避難対象となっている各地区に数箇所設定している一時集結所の見直し 

※一時集結所とは 

 原子力災害時の避難の際、バスで避難される方が集合し、バスに乗車す

るまでの間、屋内退避ができる施設です。対象地区のコミュニティセンタ

ーや小・中学校を中心に選定しています。 

 

 


